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東北地方太平洋沖地震を受けた製造所固有記号の表示の運用について 

 

 

 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により未曾有の被害が生じ、食

料の円滑な供給が最重要課題となっていることから、製造所固有記号の取扱いの特例とし

て、当面の間、下記の通り取り扱うこととしたので、ご承知願いたい。 

 なお、平成２３年３月１７日付け消食表第１１４号については廃止する。 

 

 

記 

 

 

１．工場（製造所）の変更に伴う特例 

食品製造工場の被災や計画停電に伴う稼働時間の短縮等により工場（製造所）を変更

するときに、変更前の工場（製造所）で使用していた記号を同じ製造者の他の工場（製

造所）又は他の製造者の工場（製造所）で使用する必要がある場合には、新たな記号を

届け出なくても、別添１～３の届出様式を用いてＦＡＸ（ＦＡＸ番号：０３－３５０７

－９２９２）により消費者庁食品表示課へ届け出ることにより、変更前の既存の包材を

例外的に使用することができることとした。 

この届出により複数の工場（製造所）で１つの記号を用いる場合には、どの工場（製

造所）で製造されたのかが把握できるよう、ロット番号等で確認できる必要があること。 

 

２．新たな記号の届出の特例 

食品製造工場の被災や計画停電に伴う稼働時間の短縮等により、記号を新たに緊急に

届け出る必要がある場合には、別添４～６の届出様式を用いてＦＡＸ（ＦＡＸ番号：０

３－３５０７－９２９２）により消費者庁食品表示課へ届け出ることができることとし

た。 


